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令和６年度第１４回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和６年１０月２９日 

                     担当部・課：教育委員会生涯学習課〔内線５０５２〕 

① 件  名 

石巻市文化芸術基本方針改定懇談会の設置について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

本市では、市民、文化芸術関係団体及び本市が、お互いの自主性及び多様性を尊重しあいなが

ら、本市の文化芸術の振興を総合的に推進していくための基本的な方向性を示すため、平成２０

年２月に「石巻市文化芸術基本方針」を策定した。 

令和３年４月、「本市の文化芸術活動における創造の場を提供し、交流を生み、人と人との絆を

深め、震災復興の希望や活力を育む拠点」という基本理念のもと整備した「マルホンまきあーと

テラス」の供用開始、社会情勢の変化等を踏まえ、石巻市文化芸術基本方針の改定が必要となっ

た。 

 

【目的】 

学識経験者及び関係団体等の構成員の意見を聴取し、石巻市文化芸術基本方針に反映させ、本

市の文化芸術の振興を総合的に推進していく。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 文化芸術基本法（平成１３年法律第１４８号） 

 宮城県文化芸術振興条例（平成１６年宮城県条例第５６号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

  

平成２０年 ２月 石巻市文化芸術基本方針策定 

 令和 ６年１０月 令和６年教育委員会第１０回定例会において審議 

 

⑤ 主な内容 

 

 【意見を求める事項】 

(1) 石巻市文化芸術基本方針の改定に関すること。 

(2) 石巻市の文化芸術の振興に関すること。 

(3) その他、教育長が必要と認める事項 

 

【構成員】 

本市の文化芸術に関係する者のうちから１０人以内で教育委員会が選任した者をもって構成す

る。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体の役員、構成員又は職員 

(3) その他、教育長が必要と認める者 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

石巻市文化芸術基本方針の改定に当たり、学識経験者等の構成員から意見を聴取し、反映する

ことで本市の文化芸術の振興を総合的に推進していく。 

 

【市財政への負担】（令和６年当初予算額） 

  講師謝礼金 ７００千円（３回開催予定） 

  ※報償及び費用弁償に流用予定 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

宮城県では、令和３年３月に「第３期宮城県文化芸術振興ビジョン」を策定しており、県内他市に

おいても、文化芸術推進基本計画等を策定し、文化芸術の振興に取り組んでいる。 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

令和６年１１月  石巻市文化芸術基本方針改定懇談会設置要綱施行 

         （施行予定年月日：令和６年１１月１日） 

         第１回懇談会の開催 

令和７年 １月  第２回懇談会の開催 

 ３月  第３回懇談会の開催 

 ６月  （仮称）第二次石巻市文化芸術基本方針策定 

 

⑨ その他 

 

 


